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（治験審査委員

会の設置及び構

成） 

   

（治験審査委員会の設置及び構成） 

第３条  治験審査委員会は、病院長が指名する者

計１５名以上をもって構成する。 

 なお、病院長は治験審査委員にはなれな

いものとする。 

(1)委員長：互選により選出 

(2)委 員：診療科長又は診療科長の指名により選

出された委員３名、医局長又は医局長の指名によ

り選出された委員２名、検査部長又は検査部長の

指名により選出された委員、病理部副部長、副薬

剤部長、副看護部長、薬理を専門とする委員、工

学を専門とする委員１名以上、看護学を専門とす

る委員、統計学・疫学を専門とする委員、医学・

歯学又は薬学、その他の医療又は臨床試験に関す

る専門的知識を有する者以外の委員１名以上、本

院と利害関係を有しない委員１名以上、治験審査

委員会の設置者と利害関係を有しない委員１名以

上 

（治験審査委員会の設置及び構成） 

第３条  治験審査委員会は、病院長が指名する者計１

１名以上をもって構成する。 

 なお、病院長は治験審査委員にはなれないも

のとする。 

(1)委員長：互選により選出 

(2)委 員：診療科長又は診療科長の指名により選出

された委員３名、検査部長又は検査部長の指名によ

り選出された委員、病理部副部長、副薬剤部長、副

看護部長、工学を専門とする委員１名以上、統計

学・疫学を専門とする委員、医学・歯学又は薬学、

その他の医療又は臨床試験に関する専門的知識を有

する者以外の委員１名以上、本院と利害関係を有し

ない委員１名以上、治験審査委員会の設置者と利害

関係を有しない委員１名以上 

 

 

 

令和 7 年度 AMED

「医学系研究支援

プログラム」事業

に採択されたこと

を受け、当該事業

で掲げる「研究者

が研究に没頭でき

る「時間」を生み

出す、抜本的環境

改革」の一環とし

て、委員会運営の

効率化、研究者を

含む職員の負担軽

減を検討したた

め。 
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２  委員のうちの診療科長又は診療科長の指

名により選出された委員３名、医局長又は医局長

の指名により選出された委員２名の任期は１年と

するが、再任は妨げない。委員長は委員の中から

委員全員の合意により選出するものとする。委員

長の任期は１年とする。 

２  委員のうちの診療科長又は診療科長の指名に

より選出された委員３名の任期は１年とするが、再

任は妨げない。委員長は委員の中から委員全員の合

意により選出するものとする。委員長の任期は１年

とする。 
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２０２５年 ４月改訂 

─ 

２０２５年 ４月改訂 

２０２６年 ４月改訂 

版数管理のため 

9 

改訂履歴 

─  改訂のため 

 


